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１　総括

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、28年４月１日現在の人数である。

(3)　ラスパイレス指数の状況

　　　３　　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には
　　　　　当該職員を含んでいない。

（参考）
指定都市平均一人当
たり給与費

職員数

28年度

横浜市

28年度

千円

（参考）
一人当たり給与費
Ｂ／Ａ

指定都市平均 全国市平均

1,541,514,629

職員手当 期末･勤勉手当

実質収支歳出額

人 　　　　　千円

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費区　分

3,735,843

　　計　Ｂ

※　ラスパイレス指数が、100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　      ２　「指定都市平均」とは、各政令指定都市のラスパイレス指数を単純平均したものである。

6,819

　横浜市は、特殊勤務手当など諸手当の引下げを他都市に先駆けて行ってきたため、給料月額（本給）のみで算出するラ
スパイレス指数は高い指数となりやすい傾向がありますが、実際に職員に支給される諸手当を含めた平均給与月額では、
指定都市の平均を下回る水準となっています（３頁上段参照）。

37,308,74977,454,059

千円 千円

給　 料

％　　　　　　％

13.48,221,974

　　　　　千円

12.9%199,214,853

（29年１月１日）

人件費

　　　　　　Ｂ

143,975,376 7,05720,402

　　　　　　Ａ

Ａ

29,212,568

　　　　　千円

区　分

横浜市の給与・定員管理等について

（参考）

Ｂ／Ａ

人件費率

27年度の人件費率

住民基本台帳人口

千円

人　　　　　　　　千円

千円

　（注）１　　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
　　　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を
　　　　　　100として計算した指数。
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(4)　給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

(5)　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

[　実施　未実施　]

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

③その他の見直し内容

(6)　特記事項

16%15%

横浜市の支給割合

遡及改定後

12.57%

12%

（支給割合）国基準16％に対し、横浜市においても16％を支給。
（実施時期）平成28年４月１日より実施。

16%12.26%

13%

４月１日時点

12.26%

Ａ

（参考）

国の年間較差

4.35月

386,83629年度

人事委員会の勧告

Ａ－Ｂ

（給料表の改定実施時期）平成28年４月１日
（内容）行政職員給料表について、平均3.25％の引下げ。経過措置はなし。

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は、期末手
     当及び勤勉手当の年間支給月数である。

民間の支給割合

（参考）人事委員会の勧告

0.15%

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給
     与月額である。

給与改定率

0.02%

（0.02％）

0.00%

区　分 較差

（改定率）

民間給与 国の改定率

0.12月

Ｂ

勧　告

（改定月数）

平成27年度の支給割合

91

見直し後の支給割合
（H28.4.1）

平成26年度の
支給割合

公務員給与

4.40月

386,927

公務員の

Ａ

（参考）

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施（平成28年４月１日）

0.10月

区　分

支給月数

4.45月

年間支給月数

支給月数　 　Ｂ Ａ－Ｂ

勧　告

4.47月

国基準による支給割合

29年度

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組む
とされている。

　特になし
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（29年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

うち高等（特別支援）学校

うち小・中学校

44.5 368,075

40.4 336,439

463,674

420,729

うち用務員

409

48.2

平均給与月額
（国比較ベース）

横浜市

43.3 443,588

指定都市

平均年齢

神奈川県

1.74

うち自動車運転手

区　分 平 均 年 齢

2,820

うち清掃職員

平均年齢

319,530

―

うち守衛

横浜市

うち守衛

区　分

―

―

56.0

指定都市 379,079

40.6

―

平均給料月額

423,122

396,731

43.6 330,531

横浜市

うち用務員

―

うち高等（特別支援）学校 44.7

うち小・中学校

7,026,360

1.97

平均給料月額

364,879

守衛

1,132

神奈川県

―

3,175,000

うち学校給食職員

自家用乗用
自動者運転者

廃棄物処理
業従業員

2,818,600

6,757,656

国

区　分

59.3

―

207,30055.1

55.4

指定都市

251,300

うち清掃職員

430,030

302,500

1.43

1.51

―

7,045,216

336,371

430,038

311,871

平均給与月額

395,147

50.6

16

41.5

45.7

312,840

―

1,224

平均給与月額

横浜市

410,719

公　務　員

区　分

神奈川県

国

380,256

（国比較ベース）（Ａ）

442,364

平均年齢

45.4

うち自動車運転手

319,226

平均給料月額

325,230

49.3

1.71

調理士

389,715

412,338うち学校給食職員

45.9

41.8

377,527

平均給与月額

427,438

平均給与月額

328,360

（Ｂ）

294

2,722

対応する
民間の

類似職種

50.6

400,252

参　　考

422,916

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成26年～28年の３か年平均）
　　なお、廃棄物処理従業員及び用務員については、都道府県別の数値が公表されていないため、全国平均のデータを使用し
　　ている。
※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので
　　はない。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員におい
　　ては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

Ａ／Ｂ

県内民間企業（※）

4,149,000

―

1.77

7,011,668

3,814,300

用務員

334,207

50.7

636 408,796

329,638

401,797341,298

393,661441,843

397,127

3255.1 328,550

―

287,900

年収ベース（試算値）の比較

376,145

349,638

286,833

401,507

1.46

4,023,000293,000

　１　「平均給料月額」とは、29年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
      諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
      　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除い
　　　たもの）で算出している。

平均給与月額

Ｃ／Ｄ
民間（Ｄ）公務員（Ｃ）

―

1.70

6,702,652

2.21

（注）　

職員数

2.38

447,534

うち小・中学校 40.7 344,525

うち高等（特別支援）学校 45.3 376,210 460,616

41.7 350,411 419,848

― ― ―

― ― ―

415,721
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(2)　職員の初任給の状況（29年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（29年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

教育職

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

― ―

大　学　卒 305,161 380,960 405,204 426,201

―

440,825

―

185,396

375,426

366,697

314,175

184,800

大　学　卒

中　学　卒

227,229

技能労務職

一般行政職

中　学　卒

210,083

399,412

―

うち高等（特別支援）学校

うち小・中学校

139,400

355,267

359,148

319,277

366,849

区　　　　　分

経験年数10年

150,500

－技能労務職

教育職

143,600高　校　卒

横浜市

経験年数20年

139,200

大　学　卒

一般行政職

区　　　　　分

神奈川県

307,070

174,900

206,400202,500

269,503 410,124386,236

－

178,200

大　学　卒

国

365,509

経験年数25年

283,800

経験年数30年

146,100

429,701

332,706
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（29年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　横浜市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　　　３　この表における一般行政職は、「平成29年地方公務員給与実態調査」の職務区分による。

  

(2)　昇給への人事評価の活用状況（横浜市）

２　級

１　級

６　級

1.7

一般職員

３　級
職員Ⅲ（特に高度な知識・技術又は経験を必要と
する職務）

22.4

15.1

管理職員

５　級

８　級

3.5

625,500

409,500

局長若しくは区長の職務又はこれに準ずるものと
認められる職務

部長の職務又はこれに準ずるものと認められる職
務

219,900

728 6.2

203

0.5

533,300456,200

４　級

課長補佐の職務

課長の職務又はこれに準ずるものと認められる職
務

係長の職務又はこれに準ずるものと認められる職
務

７　級

406

1,771

3,552

標準的な職務内容

職員Ⅱ（高度の知識・技術又は経験を必要とする
職務）

職員数

293,000
職員Ⅰ（基礎的な知識・技術又は経験により業務
を行う職務）

構成比
１号給の
給料月額

2,367

区　分

2,617

標準の区分のみ（一律）

　ロ　　人事評価を実施していない

385,300

543,500

265,000

240,000

421,000

347,200

最高号給の
給料月額

20.2

495,000

124,600

196,200

318,100

30.4

○

58

平成29年4月2日から平成30年4月1日までにおける運用

活用している昇給区分
昇給実績がある区

分

上位、標準の区分

昇給可能な区分
昇給実績がある

区分
昇給可能な区

分

○

活用予定時期

　イ　　人事評価を活用している

上位、標準、下位の区分 ○

標準、下位の区分

○

20.2% 19.8% 19.7% 

30.4% 28.4% 26.0% 

22.4% 23.5% 25.9% 

15.1% 15.7% 14.6% 

3.5% 3.5% 4.5% 

6.2% 6.7% 6.8% 
1.7% 1.8% 1.9% 

0.5% 0.5% 0.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成29年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 

８級 

７級 

６級 

５級 

４級 

３級 

２級 

１級 
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４　職員の手当の状況

(1)　期末手当・勤勉手当

千円 千円

（28年度支給割合） （28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・役職加算　５～20％ ・役職加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　10～20％ ・管理職加算　10～25％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（1）期末手当・勤勉手当

○勤勉手当への人事評価の活用状況（横浜市）

(2)　退職手当（29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～45％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、28年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)　地域手当

（29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

25.55625

0.85

1,684

全職員

支給実績（28年度決算）

支給対象地域

21,719

20,587

支給率

679,822

41.325

平成29年度中における運用

横　浜　市

1.45

支給実績がある
成績率

1.45

活用予定時期

0.80

18.998 29.89

国

活用している成績率

国の制度(支給率)

29.145

41.325

13,995,487

29.198

１人当たり平均支給額（28年度）

1.70 2.60

１人当たり平均支給額（28年度）

0.85

○ ○

　イ　　人事評価を活用している

○

49.59

20.445

34.5825

49.59

○

41.325

16

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

支給対象職員数

16.00

49.59 49.59

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

49.59

37.39

2.65

管理職員

上位、標準の成績率

2.60

上位、標準、下位の成績率

神　奈　川　県

一般職員

100.6
(100.6)

支給可能な成
績率

標準の成績率のみ（一律）

1.45

1.70

支給実績がある成
績率

国

　ロ　　人事評価を実施していない

支給可能な成績
率

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比
      較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）に
      より算出。）

横　浜　市

1,719
―

1,939

1.70

標準、下位の成績率
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(4)　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

千円

　円

　％

15,033

24.7

手当の種類（手当数）

在外公館の名称及び位置
並びに在外公館に勤務す
る外務公務員の給与に関
する法律の規定により支
給されることとなる在勤
基本手当、住居手当、配
偶者手当及び子女教育手
当の月額の合計(在勤基
本手当及び配偶者手当は
法の規定による額の
80％）

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

支給実績（28年度決算）

主な支給対象職員手当の名称

日額　100～260円

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 57,696

フランクフルト・ムンバ
イ事務所に勤務する職員

一般廃棄物の収集、運
搬、処分等その他の環境
整備に関する業務

教員特殊業務手当

支給実績
（28年度決算）

外国勤務手当

千円

千円

火災、救急業務に係る事
故その他の災害等に出動
した消防吏員

環境整備業務手当

消防特殊業務手当

千円

日額　840円・1,680円

日額900円～3,700円

国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく
国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣
され、同法第２条に規定する国際緊急援助活動に従
事した職員

危険な場所での救助活動

ヘリコプターの操縦業務

特殊な消火活動

12,056

高所等での活動

59,659

日額1,700円・1,300円

日額　1,000円～5,000円

千円

従事した回数１回につき
510円

従事した回数１回につき
2,200円・2,860円

緊急走行等業務手当 69,304

死体取扱業務

小学校、中学校、義務教
育学校、高等学校及び特
別支援学校に勤務する教
育職員

101,116

ヘリコプター業務手当
横浜ヘリポート等飛行関
連の職員

左記職員に対する支給単価

潜水での活動

身体、生命に危険のおそ
れがあると認められる業
務に従事する消防職員

291,309

従事した回数１回につき
1,000～2,000円

従事した回数１回につき
310円～1,500円

従事した回数１回につき
220円・320円

消防用自動車及び救急用
自動車による道路交通法
施行令第14条に定めると
ころによる緊急の用務の
ための運転の業務

有毒ガス発生状況下での
活動

従事した回数１回につき
340円

業務に従事

従事した回数１回につき
300円

一定の事務所等に勤務す
る職員

学校の管理下において行
われる部活動、対外運動
競技等又は学校行事とし
て行われる保健・安全的
行事における生徒に関す
る指導業務で、勤務を要
しない日若しくは休日又
はその他の日の正規の勤
務時間外に行うもの

千円

ヘリコプターの搭乗作業
業務に従事

ヘリコプターの整備業務

従事した回数１回につき
200円

従事した回数１回につき
300円

31,047 千円

主な支給対象業務

従事した回数１回につき
210円

胸骨圧迫心マッサージ

日額　4,000円

千円3,094
災害応急対策
等派遣手当

特殊な傷病者への接触

救急救命処置

従事した回数１回につき
250円

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生
した国内の本市の区域外に派遣され、災害応急対策
又は災害復旧のための業務に従事した職員

7
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(5)　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6)　その他の手当（29年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

扶養手当

手　当　名

455

国の制度
と異なる

内容

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

扶養親族１人につき6,500円～
14,000円を支給（月額）

通勤手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）
※経過措置により29年度は40歳以
上の職員に対して、3,600円を支
給（月額）

異なる

支給実績（28年度決算）

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
　　　職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

内容及び支給単価

221,073

管理職手当

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

8,578,015

172,429

医師・歯科医師、看護師等に対し
て一定期間1,600円～216,000円を
支給（月額）

異なる 支給額

957,584

異なる

支給基準
及び

支給額

千円

千円 1,944,816

48,028

夜勤手当 同じ

同じ

831,109

日直・宿直手当

－

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、40,000円～156,000円を支給
（月額）

異なる

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、週休日等
（勤務を要しない日又は休日）及
び週休日等以外の日の午前零時か
ら午前５時までの間において、勤
務した管理又は監督の地位にある
職員に対して、職位と勤務した時
間に応じて3,000円～18,000円を
支給

管理職員
特別勤務手当

初任給調整手当

正規の勤務時間以外の時間及び休
日において、庁舎、設備、備品、
書類等の保全、外部との連絡及び
庁内の監視に従事した職員に対し
て（日直）、庁舎に宿泊して、日
直と同様の業務に従事した職員に
対して（宿直）、勤務１回につき
6,400円を支給
ただし、従事した時間が５時間未
満の場合は3,200円（日直に限
る）を支給

義務教育等教員
特別手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校及び特別支援学校に勤務
する教育職員に対して、2,000円
～8,000円を支給（月額）

休日給 同じ

50,227

上記（5）時間外勤
務手当に含む

千円

上記（5）時間外勤務
手当に含む

千円 66,613

752,817

1,882

上記（5）時間外勤務
手当に含む

千円

異なる

420

支給額

支給職員１人当たり
平均支給年額

（28年度決算）

異なる

支給実績
（28年度決算）

2,056,866 千円

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

支給実績（27年度決算） 9,031,345

国の制度
との異同

千円

支給額

支給基準
及び

支給額

上記（5）時間外勤
務手当に含む

－

－

140,937千円

9,091

3,118,675

125,567

95,296
支給基準

及び
支給額

住居手当
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５　特別職の報酬等の状況（29年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給

料

議 員

副 市 長

区 分

市 長

議 員

1,599,000 円　／

円　／1,285,000

1,061,000

1,179,000

1,599,000

953,000

円　　

703,000

648,000

891,000

副 議 長

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた
　　場合における退職手当の見込額である。

35,612,928円

任期毎

　　（28年度支給割合）

副 議 長

副 市 長

4.35

　　（28年度支給割合）

市 長

退
職
手
当

4.35期
末
手
当

　　1,599,000×在職月数×0.464

1,179,000

副 市 長

議 長

953,000

報

酬

779,000

円　／

市 長 任期毎

円　／

議 長

1,285,000

1,061,000 円　　

円　　

22,019,760円　　1,285,000×在職月数×0.357

給　料　月　額　等

円　　円　／

円　　500,000

（参考）指定都市における最高／最低額
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６　職員数の状況

(1)　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

常勤再任用職員の配置

132

土木

41 常勤再任用職員の配置

衛生

病院

組織体制強化・常勤再任用職員の配置

373

800

202

交通

水道

2,342

公
営
企
業
等
会
計
部
門

小　計

その他

1,352

2,142

10

9

合　　計
[28,483 ］

769 778

116.70[16,221］ [44,704 ］

43,520

7,405 7,540

20,402

15172

4,337

56 組織体制強化2,134

38

3,515

50

14,75714,384

10

対前年
増減数

議会 52

22

　　　　　区　　分

　部　　門

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

2,506

4,299

3,172

小　計

3,512

民生

4

1,144

6

192

84

119

平成29年

組織体制強化

平成28年
主 な 増 減 理 由

2

職 員 数

教育部門

1,103

労働

2,190

113

計

17,678

商工

1,390

2,430

3,383

2,132

総務

消防部門

96.48

15578

3,088

26

税務

農林水産

▲ 10

333,545

88

38

35,980

27,807

下水道

135

15713

810

組織体制強化

県費負担教職員の給与負担等の権限移譲

常勤再任用職員の配置

107.53

組織体制強化

45

39.57
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(2)　年齢別職員構成の状況（29年４月１日現在）

　

(3) 職員数の推移

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

7,357 7,405

16,29735,980

59歳

～

(   7.3%)

15,174

28年
過去５年間の
増減数（率）

27,807

(   3.3%)113

35歳

2,487

43,52026,802

43,520

2,497

36歳

55歳

29年

以上

14,384

計

4,377

人

44歳 52歳 60歳24歳

人

7,540

3,444 3,5123,415

2,506

14,181

20,402

2,477教育

26,932

公営企業等会計計

3,419

7,119

普通会計計

16,718

3,545

(   82.8%)

（　62.4%）

19,829

7,323

20,112

（  5.9%）

27,43527,186

421

13,817

～

39歳

56歳

51歳

40歳 48歳

～

43歳

～

47歳

～

人 人

4,621

人人 人

1,3464,4244,669

（単位：人・％）

1,010

19,713

2,504

27年

14,757

17,678 （  606.0%）

13,917

26年

4,616

消防 3,432

総合計

4,2774,424
職員数

7,219

           　　年度
　部門別

25年24年

1,820162

一般行政

19,683

4,106

13,747

23歳

人

32歳

27歳

人

31歳
～

人

28歳

4,678

～～

人

～～

区　分

20歳 20歳

未満

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20

歳

未

満

20

|

23

歳

24

|

27

歳

28

|

31

歳

32

|

35

歳

36

|

39

歳

40

|

43

歳

44

|

47

歳

48

|

51

歳

52

|

55

歳

56

|

59

歳

60

歳

以

上

構成比
５年前の構成比

)％(
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７　公営企業職員の状況

(1)　水道事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、29年３月31日現在の人数である。

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費1,958,183千円を含まない

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（29年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

.

（28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（水道事業）の１人当たり平均支給額は、1,631千円となっている。

千円

区　分

11,696,304 16.5

千円

千円 ％

千円　

総費用
純損益又は
実質収支

職員給与費

千円

Ｂ

401,008横浜市（水道事業）

千円　

１人当たり平均支給額（28年度）

区　　分

618,914

1,817,448

１人当たり平均支給額（28年度）

45.2

9,863,109 6,298

平均年齢

562,48745.2

5,922,175

基本給

横浜市（水道事業）

区　分

人 千円28年度

69,676,346

給　 料Ａ 職員手当

2.65 1.70

0.85

1,693

2.65

千円

6,758

370,063

1,939

2,123,486

1.45

1,566

　　計　Ｂ期末･勤勉手当

　　　　　千円

27年度の総費用に占
める職員給与費比率

平均月収額

千円

11,527,863

一人当たり

横浜市（一般行政職）

1.70

千円

％

総費用に占める
職員給与費比率

（参考）指定都市水道事
業平均一人当たり給与費

15.7

28年度

Ｂ／Ａ

給与費 Ｂ／Ａ

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

Ａ

指定都市（水道事業）

0.85

職員数

1.45
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イ　退職手当（29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、28年度に退職した職員に支給された平均額である。

　指定都市（水道事業）の１人当たり平均支給額は、20,118千円となっている。

ウ　地域手当（29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

千円

195

支給実績（28年度決算）

支給率
一般行政職の制度

（支給率）

1.0

支給実績（28年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

632,075

16.00

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

445

638,727

支給実績（28度決算）

423

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

支給実績（27年度決算）

1,559

1

災害対策基本法に規定す
る災害が発生した国内の
本市の区域以外の地域に
派遣又は国際緊急援助隊
の派遣に関する法律の規
定に基づく国際緊急援助
隊の活動が行われる海外
の地域に派遣された職員

災害応急対策等派遣手当

オ　時間外勤務手当

643,521

日額　840円～4,000円

左記職員に対する支給単価
支給実績

（28年度決算）

支給対象地域

横浜市（水道事業）

985,405

49.59

20,429 21,719

41.325 49.59

29.89

41.325

4,942

37.39

18.998

41.325

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

49.59

災害応急対策、災害復旧
のための業務又は国際緊
急援助隊の派遣に関する
法律に規定する国際緊急
援助活動に従事

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象業務

29.198

49.59

260

全職員 16.00

41.325

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

29.89

横浜市（一般行政職）

18.998

1,684

29.198

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

260

37.39

支給対象職員数

主な支給対象職員
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カ　その他の手当（29年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

千円

一般行政職
の制度との

異同

同じ

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

同じ

千円

通勤手当

34,131－

720,717

0

504,6671,514

住居手当

183,447

－

同じ

手　当　名

千円

41,081

異動又は勤務場所の移転に伴い、
移転後の勤務場所へ通勤すること
が困難である等の職員に対し、
30,000円を支給（月額）
また、距離に応じ8,000円～
70,000円を加算する。

同じ

千円

156,550

内容及び支給単価
支給実績

（28年度決算）

同じ

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

同じ 237,799

借家等に居住する40歳未満（平成
28年４月１日現在）の職員に対し
て、19,600円を支給（月額）
40歳以上の職員に対して、3,600
円を支給（月額）※経過措置期間
中

一般行政職
の制度と異
なる内容

－

千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

150,358

（28年度決算）

13頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

8

13頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

13頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

－

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

－ 247,234

－同じ

13頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

休日給

－

扶養手当 千円
扶養親族１人につき6,500円～
14,000円を支給（月額）

－同じ

単身赴任手当

管理職員
特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、休業日（勤
務を要しない日又は休日）及び休
業日以外の日の午前０時から午前
５時までの間において１時間以上
勤務した管理又は監督の地位にあ
る職員に対して、4,000円～
18,000円を支給
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(2)　工業用水道事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、29年３月31日現在の人数である。

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費19,922千円を含まない。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（29年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（工業用水道事業）の１人当たり平均支給額は、1,641千円となっている。

11.8

379,919

6,205

10.5

1,939

0.85

千円　

34,182

給与費 Ｂ／Ａ

千円

横浜市（工業用水道事業）

1,693 千円　

区　　分

千円

29

１人当たり平均支給額（28年度）

区　分

1.70

569,597

１人当たり平均支給額（28年度）

1.45

28年度

0.85

204,7571,958,662 981,094

千円

409,775

職員給与費

千円

2.65

（参考）指定都市工業
用水道事業平均一人当た
り給与費

30,396

純損益又は
実質収支

47.1

115,355

Ｂ

平均月収額

％28年度

総費用

Ａ Ｂ／Ａ

千円

給　 料

総費用に占める
職員給与費比率

％千円

27年度の総費用に占
める職員給与費比率

631,276

横浜市（一般行政職）

職員数

千円

指定都市（工業用水道事業）

　　計　Ｂ職員手当

平均年齢

区　分

2.65

　　　　　千円

期末･勤勉手当

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり

43.3横浜市（工業用水道事業）

人 千円

6,825

1.70

1.45

基本給

Ａ

179,933
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イ　退職手当（29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

※　退職手当はすべて水道事業会計で支出し、工業用水道事業では負担金を支払っているため退職手当は支給していない。

ウ　地域手当（29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

29.89

横浜市（一般行政職）

29.89

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

640,489

支給実績（28年度決算）

37.39

主な支給対象職員

18.998

209

5,648

49.59

49.59

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

0

37.39

41.325

379

49.59

支給実績（27年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

支給実績（28年度決算）

224

災害応急対策等派遣手当

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

49.59

支給対象職員数

29.198

0

一般行政職の制度
（支給率）

支給率

29.198

41.325

18.998

28

-

災害対策基本法に規定す
る災害が発生した国内の
本市の区域以外の地域に
派遣又は国際緊急援助隊
の派遣に関する法律の規
定に基づく国際緊急援助
隊の活動が行われる海外
の地域に派遣された職員

支給対象地域

41.325

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

17,934

41.325

全職員 16.00

21,719

千円 日額　840円～4,000円

手当の名称

0

1,684

支給実績（28年度決算）

1

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

オ　時間外勤務手当

5,822

16.00

災害応急対策、災害復旧
のための業務又は国際緊
急援助隊の派遣に関する
法律に規定する国際緊急
援助活動に従事

横浜市（工業用水道事業）

支給実績
（28年度決算）

左記職員に対する支給単価

92
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カ　その他の手当（29年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

支給実績
（28年度決算）

単身赴任手当

一般行政職
の制度との

異同

同じ －

同じ

同じ

同じ

異動又は勤務場所の移転に伴い、
移転後の勤務場所へ通勤すること
が困難である等の職員に対し、
30,000円を支給（月額）
また、距離に応じ8,000円～
70,000円を加算する。

162,128

0 千円

636,000

233,596千円

4,215－

千円

－

246,862

636

－

同じ

内容及び支給単価

千円

千円

－

－

－

住居手当

千円－

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

通勤手当

扶養親族１人につき6,500円～
14,000円を支給（月額）

手　当　名

扶養手当

支給職員１人当たり
平均支給年額

3,456

（28年度決算）

701

管理職手当

一般行政職
の制度と異
なる内容

夜勤手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

借家等に居住する40歳未満（平成
29年４月１日現在）の職員に対し
て、19,600円を支給（月額）
40歳以上の職員に対して、3,600
円を支給（月額）※経過措置期間
中

同じ

0

16頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

16頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

16頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

同じ

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

同じ

0

休日給

管理職員
特別勤務手当

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、休業日（勤
務を要しない日又は休日）及び休
業日以外の日の午前０時から午前
５時までの間において１時間以上
勤務した管理又は監督の地位にあ
る職員に対して、4,000円～
18,000円を支給

16頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

0
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(3) 自動車事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、29年３月31日現在の人数である。

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費はなし。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（29年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（うちバス事業運転手）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 円 円 円

　　　　　千円

（Ａ）

6,9022,970,638

608,591

給与費 Ｂ／Ａ

年収ベース（試算値）の比較

一人当たり

27年度の総費用に占
める職員給与費比率

7,277

平均月収額

千円

％

平均年齢

49.3

346,360

基本給

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

千円

67.1

給　 料

公務員（Ｃ）

公　務　員

職員手当

586,678

対応する
民間の

類似職種

599,253

平均月収額

354,044

Ａ／Ｂ

横浜市（自動車事業）

指定都市平均

区　　分

Ａ

職員数

区　　分

7,191,036

48.4

597,040

1.30営業用バス運転手 1.30

民間（Ｄ）（Ｂ）
Ｃ／Ｄ

462,000

区　　分

497

平均年齢

純損益又は
実質収支

47.6

Ｂ／Ａ

総費用

Ｂ

千円

千円

％千円28年度

68.6%

千円

1,586,345 13,255,845

区　分

人

19,330,976

48.0

横浜市

県内民間企業

342,355

352,112

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費区　分

28年度

47.9

参　　考

4,840,487 1,534,3441,354

千円

　　計　Ｂ

平均年齢 基本給

Ａ

9,345,469

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成26年～28年の３
　か年平均）
※　民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※　平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含む。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍した試算値であ
　る。

平均月収額

横浜市

指定都市（バス事業）平均

1,106

職員数

千円

（参考）
指定都市バス事業平均一
人当たり給与費

5,544,000

期末･勤勉手当
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③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（バス事業）の１人当たり平均支給額は、1,595千円となっている。

イ　退職手当（29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、28年度に退職した職員に支給された平均額である。

　指定都市（バス事業）の１人当たり平均支給額は、14,803千円となっている。

ウ　地域手当（29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

千円　

49.59

41.325

横浜市（一般行政職）

41.325

37.39

49.59

１人当たり平均支給額（28年度）

1.45

29.198

2.65

0.85

16.00

1.45

29.89

千円　

横浜市（自動車事業）

18.998

全職員 16.00

18.998

37.3929.198

１人当たり平均支給額（28年度）

2.651.70

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

16,088

支給対象職員数

1.70

支給対象地域

29.89

41.325

2,674

0.85

横浜市（一般行政職）

49.59

1,686

横浜市（自動車事業）

49.59

1,684

41.325

一般行政職の制度
（支給率）

支給実績（28年度決算）

1,439

816,007

585,791

支給率

21,719

1,939
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エ　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

カ　その他の手当（29年４月１日現在）

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

24,685

なし

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、勤務を要し
ない日又は休日及び公休日以外の
日の午前零時から午前５時までの
間において１時間以上勤務した管
理又は監督の地位にある職員に対
して、4,000円～18,000円を支給

183,909

（28年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

10,317

18,231

103,131

859,750

143,662通勤手当 同じ

休日給

管理職員
特別勤務手当

0

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

手当の種類（手当数）

支給実績（28年度決算）

1,242

1,726,954

1,685,088

オ　時間外勤務手当

249,013 千円－

支給実績（28年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

1,205

一般行政職
の制度との

異同

-

夜勤手当

扶養親族１人につき6,500円～
14,000円を支給（月額）

正規の勤務時間に休日勤務した職
員に対して、勤務１時間につき、
勤務１時間当たりの給与額の
100/100を支給

支給実績
（28年度決算）

住居手当

同じ

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

0

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）
※経過措置により29年度は40歳以
上の職員に対して、3,600円を支
給（月額）

異なる

同じ －

扶養手当

同じ －

支給実績（27年度決算）

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

上記「オ　時間外
勤務手当」に含む

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

支給割合

千円

上記「オ　時間外勤
務手当」に含む

同じ 0

同じ
上記「オ　時間外
勤務手当」に含む

－

－

上記「オ　時間外勤
務手当」に含む

千円

千円

一般行政職
の制度と異
なる内容

手　当　名 内容及び支給単価

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

0

－

千円

管理職手当
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(4)　高速鉄道事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、29年３月31日現在の人数である。

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費1,202,974千円を含まない

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（29年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（うち鉄軌道事業運転手）

歳 人 円 円

歳 円 円 円

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・職務段階別加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（鉄道事業）の１人当たり平均支給額は、1,650千円となっている。

千円　　　　　千円

954

職員給与費

Ａ

28年度

Ｂ

職員数

606,070

千円

一人当たり

28年度

6,837,957

職員手当

純損益又は
実質収支

総費用
総費用に占める
職員給与費比率

Ａ

44,454,103

千円 ％

17.6

％

27年度の総費用に占
める職員給与費比率

区　分

期末･勤勉手当

人

１人当たり平均支給額（28年度）

38.3

公　務　員

316,065横浜市

0.85

横浜市（高速鉄道事業）

対応する
民間の

類似職種
平均年齢

2.65

544,900

1,939

1.45

192

区　　分

9,298,496

2.65

電車運転士

千円

区　分

給　 料

3,609,006

357,053

617,508

横浜市（高速鉄道事業）

45.6

43.5

平均年齢

給与費 Ｂ／Ａ

千円

8,189,762

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

区　　分

基本給

Ａ／Ｂ
年収ベース（試算値）の比較

平均年齢

千円

2,004,750

民間（Ｄ）

横浜市（一般行政職）

1.45

1.701.70

千円

1.00

（Ａ）

平均月収額

平均月収額

1,224,201

民間

指定都市（鉄道事業）平均 369,707

基本給職員数

7,4397,168

（参考）
指定都市鉄道事業平均一
人当たり給与費

参　　考

18.4%

　　計　Ｂ

平均月収額

542,937

１人当たり平均支給額（28年度）

Ｃ／Ｄ

区　　分

6,515,244

Ｂ／Ａ

（Ｂ）

千円

39.5

0.85

※　指定都市平均は、鉄道事業（運転手以外の職種を含む。）に係る値である。
※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成26年～28年の３
　か年平均）
※　民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※　平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含む。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍した試算値である。

1.00

千円　千円　1,788

横浜市

公務員（Ｃ）

6,538,900
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イ　退職手当（29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、28年度に退職した職員に支給された平均額である。

　指定都市（鉄道事業）の１人当たり平均支給額は、19,265千円となっている。

ウ　地域手当（29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

41.325

18.998

1,048

一般行政職の制度
（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 601,556

29.89

1

1,019,091

1,031,187支給実績（28年度決算）

宿泊手当

手当の名称

オ　時間外勤務手当

支給実績
（28年度決算）

32,376 千円

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

101,175

16.00

１件あたり1,200円

16.00

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

1,017

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

29.198

主な支給対象業務

支給実績（27年度決算）

運転業務、保守業務

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

左記職員に対する支給単価

49.59

601,557

49.59

横浜市（一般行政職）

29.89

1,684

49.59 49.5941.325

37.39

横浜市（高速鉄道事業）

21,71919,697

29.198

41.325

乗務員、技術現業職員

443

支給率

手当の種類（手当数）

支給対象職員数

32.0

支給対象地域

41.325

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

支給実績（28年度決算）

主な支給対象職員

全職員

37.39

18.998

1,055

支給実績（28年度決算） 32,376
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カ　その他の手当（29年４月１日現在）

円

円

円

円

円

（注）　「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

19,743

千円

扶養親族１人につき6,500円～
14,000円を支給（月額）

手　当　名

－

支給職員１人当たり
平均支給年額

137,095千円

支給実績
（28年度決算）

130,789

一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （28年度決算）

千円

0

822,625千円

同じ

32,554

158,040

22頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

22頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

休日給

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
100/100を支給

22頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

千円
管理職員

特別勤務手当
0

夜勤手当
22頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

同じ

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、勤務を要し
ない日又は休日及び公休日以外の
日の午前零時から午前５時までの
間において１時間以上勤務した管
理又は監督の地位にある職員に対
して、4,000円～18,000円を支給

－

31,057

158,040

支給割合異なる

同じ

－

－

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）
※経過措置により29年度は40歳以
上の職員に対して、3,600円を支
給（月額）

－

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前５時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

内容及び支給単価

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

同じ

管理職手当

扶養手当

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、48,000円～156,000円を支給
（月額）

同じ

住居手当

通勤手当

－

同じ
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(5) 病院事業

  　①　職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、29年３月31日現在の人数である。

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費は含まない。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（29年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（28年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～20％ ・職務段階別加算　５～20％

・管理職加算　13～25％ ・管理職加算　13～25％

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　指定都市（病院事業）の１人当たり平均支給額は、1,309千円となっている。

1.70

1,939

475,643

1.45

１人当たり平均支給額（28年度）

0.85

511,882

582,57642.7

0.85

1.70

388,126

550,961

41.2

指定都市（病院事業・看護師）平均

％

千円

42.1

１人当たり平均支給額（28年度）

44.9

7,307

1,389,367

1,321,736

27年度の総費用に占
める職員給与費比率

横浜市（病院事業・事務職）

横浜市（一般行政職）

横浜市（病院事業・看護師）

横浜市（病院事業）

37.6

（参考）
指定都市病院事業平均一
人当たり給与費

基本給

366,223

1,708

1,506

1.45

千円　

千円

指定都市（病院事業・医師）平均

一人当たり

Ａ

区　　分

546,706

37.2

千円

3,368,972

　　　　　千円28年度

43.5

544,049

横浜市（病院事業・医師）

28年度

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費

純損益又は
実質収支

11,370,485

32,660,915

千円

千円　

7,550

-1,157,906

期末･勤勉手当

2,596,556

296,745

平均年齢

Ｂ

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

　　計　Ｂ

区　分

千円 千円

総費用

Ｂ／ＡＡ

％

41.913,758,736

334,674

給　 料 職員手当

区　分

平均月収額

人 千円

5,404,957

千円

給与費 Ｂ／Ａ

職員数

2.652.65

指定都市（病院事業・事務職）平均
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イ　退職手当（29年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

その他の加算措置 その他の加算措置

・定年前早期退職特例措置（２～20％加算） ・定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、28年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（29年４月１日現在）

千円

　円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（29年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日給及び夜勤手当を含む。

千円

日額　840円・1,680円

日額　4,000円

災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生
した国内の本市の区域外に派遣され、災害応急対策
又は災害復旧のための業務に従事した職員

支給実績（28年度決算）

16.00

支給対象地域

全職員

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

横浜市（病院事業）

支給率

49.59

572,713

21,7191,070

37.39

41.325

49.59

正規の勤務時間による勤
務が深夜帯において行わ
れる業務に従事

国際緊急援助隊の派遣に関する法律の規定に基づく
国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域に派遣
され、同法第２条に規定する国際緊急援助活動に従
事した職員

支給実績（28年度決算）

緊急呼出待機
手当

災害応急対策
等派遣手当

―

1,684

16.00

一般行政職の制度
（支給率）

千円

千円

37.39

296,680

256,628

49.59

横浜市（一般行政職）

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算）

13,675

29.89

29.198

5,572

55.2%

18.998

1,567

病院に勤務する医師及び
看護師

病院に勤務する医師

49.59

支給実績（27年度決算）

手当の種類（手当数） 4

823,876

１件10,000円

29.198

医師　１回2,500円
看護師　１回2,000円

41.325

29.89

支給実績（28年度決算）

支給対象職員数

897,441

636職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

930,235

手当の名称

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 689

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理
      職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

分べん補助業務に従事

左記職員に対する支給単価

オ　時間外勤務手当

千円
緊急時の診療業務に対応
するため自宅等に待機を
した場合

１回3,500円（深夜の全
部を含む勤務である場合
3,800円加算、深夜にお
ける勤務時間が２時間に
満たない場合2,600円、
特別の事情のあるとき
400円加算）

41.325

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度）

41.325

分べん手当

夜間看護手当

主な支給対象職員

239,356

主な支給対象業務

病院の病棟に勤務する助
産師、看護師及び准看護
師

11,700

支給実績
（28年度決算）

18.998
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カ　その他の手当（29年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

（注）「③職員の手当の状況」における一般行政職とは、公営企業職員を除く横浜市職員をいう。

88,422－

117,003

61,658

165,276－

支給職員１人当たり
平均支給年額

155,703

583,389

同じ

支給実績
（28年度決算）

128,720

扶養親族１人につき6,500円～
14,000円を支給（月額）

同じ

（28年度決算）

千円 191,389

千円

千円

千円

一般行政職
の制度と異
なる内容

同じ －住居手当

借家・借間に居住する職員（40歳
未満）に対して、19,600円を支給
（月額）
※経過措置により29年度は40歳以
上の職員に対して、3,600円を支
給（月額）

914,086－

手　当　名

異なる

通勤のため交通機関等を利用する
職員に対して、１か月に要する運
賃等の額に応じて55,000円を限度
に支給（月額)
通勤のため交通用具を使用する職
員に対して、距離に応じて2,000
円～32,100円を支給（月額）

内容及び支給単価

通勤手当

扶養手当

一般行政職
の制度との

異同

管理職員
特別勤務手当

臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により、勤務を要し
ない日又は休日において、４時間
以上勤務した管理又は監督の地位
にある職員に対して、8,000円～
12,000円（８時間以上勤務した場
合は、この額の150/100の額）を
支給

－同じ

支給額

240,136

夜勤手当

正規の勤務時間内に休日勤務した
職員に対して、勤務１時間につ
き、勤務１時間当たりの給与額の
135/100を支給

正規の勤務時間として午後10時か
ら翌日の午前5時までの間に勤務
を命ぜられた職員に対して、勤務
１時間につき、勤務１時間当たり
の給与額の25/100を支給

0千円

25頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

同じ

0

－同じ

611,034千円

－

771,679

25頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

千円

25頁「オ　時間外勤
務手当」に含む

25頁「オ　時間外
勤務手当」に含む

－

休日給

日直・宿直手当

初任給調整手当

管理職手当

【日直】正規の勤務時間以外の時
間及び休日において、庁舎、設
備、備品、書類等の保全、外部と
の連絡及び庁内の監視に従事
【宿直】庁舎に宿泊して、日直と
同様の業務に従事した職員に対し
て、勤務１回につき6,400円（医
師等は15,400円）、従事した時間
が５時間未満の場合は3,200円
（日直に限る）を支給

医師・歯科医師、看護師等に対し
て一定期間1,600円～306,000円を
支給（月額）

同じ

同じ

管理又は監督の地位にある職員に
対して、その職の特殊性に基づ
き、職務の級及び職の区分に応じ
て、50,000円～161,500円を支給
（月額）
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